
令和5年度

当初予算の概要

富士河口湖町
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令和5年度 当初予算会計別総括表 （単位：千円）

当初予算比較増減
予算額（A) 構成比 予算額（B) 構成比 （A）-（B）（C）

一般会計 13,335,000 61.5% 12,865,000 59.9% 470,000 3.7%

（特別会計）小計 8,345,052 38.5% 8,082,271 40.1% 262,781 3.3%
国民健康保険特別会計 2,868,645 13.2% 2,811,670 13.0% 56,975 2.0%
後期高齢者医療特別会計 319,013 1.5% 349,053 1.5% △ 30,040 △ 8.6%
下水道事業特別会計 972,526 4.5% 976,605 4.9% △ 4,079 △ 0.4%
本栖下水道事業特別会計 8,659 0.0% 8,383 0.0% 276 3.3%
精進特定環境保全公共下水道事業特別会計 34,645 0.2% 22,800 0.1% 11,845 52.0%
温泉事業特別会計 193,396 0.9% 75,328 0.3% 118,068 156.7%
船津財産区特別会計 494,599 2.3% 452,061 2.0% 42,538 9.4%
小立財産区特別会計 780,716 3.6% 741,328 4.3% 39,388 5.3%
大石財産区特別会計 33,513 0.2% 33,170 0.2% 343 1.0%
河口財産区特別会計 67,322 0.3% 64,887 0.3% 2,435 3.8%
西深沢外十三恩賜県有財産保護財産区特別会計 4,886 0.0% 4,573 0.0% 313 6.8%
勝山財産区特別会計 72,809 0.3% 85,113 0.5% △ 12,304 △ 14.5%
長浜財産区特別会計 3,486 0.0% 3,286 0.0% 200 6.1%
西湖財産区特別会計 9,486 0.0% 8,514 0.0% 972 11.4%
大嵐財産区特別会計 20,720 0.1% 18,474 0.1% 2,246 12.2%
青木ヶ原外七字及び小合山外七字恩賜県有財産保護財産区特別会計 4,519 0.0% 4,964 0.0% △ 445 △ 9.0%
精進財産区特別会計 6,205 0.0% 6,126 0.0% 79 1.3%
本栖財産区特別会計 627 0.0% 641 0.0% △ 14 △ 2.2%
富士ヶ嶺財産区特別会計 4,822 0.0% 4,789 0.0% 33 0.7%
大室山外三十字恩賜県有財産保護財産区特別会計 1,371 0.0% 1,239 0.0% 132 10.7%
足和田簡易水道事業特別会計 39,843 0.2% 32,933 0.2% 6,910 21.0%
上九一色簡易水道事業特別会計 77,235 0.4% 148,245 0.5% △ 71,010 △ 47.9%
船津公園墓地事業特別会計 12,455 0.1% 10,442 0.1% 2,013 19.3%
小立公園墓地事業特別会計 9,647 0.0% 9,106 0.1% 541 5.9%
勝山墓地事業特別会計 1,576 0.0% 1,167 0.0% 409 35.0%
介護保険特別会計 2,064,747 9.5% 1,988,812 9.8% 75,935 3.8%
介護予防支援事業特別会計 8,228 0.0% 8,814 0.0% △ 586 △ 6.6%
河口湖治水事業特別会計 34,908 0.2% 30,782 0.2% 4,126 13.4%
小立簡易郵便局事業特別会計 11,621 0.1% 12,199 0.1% △ 578 △ 4.7%
富士ヶ嶺簡易郵便局事業特別会計 9,613 0.0% 9,323 0.1% 290 3.1%
河口湖簡易水道事業特別会計 173,214 0.8% 157,444 1.9% 15,770 10.0%
合計 21,680,052 100.0% 20,947,271 100.0% 732,781 3.5%
※構成比は四捨五入の都合上、合計と一致しない場合があります。

令和5年度当初
会計別

令和4年度当初
増減率
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歳入総括表
一般会計 （単位：千円）

対前年度

本年度 構成比 前年度 構成比 比較増減 増減率

1 町税 4,438,034 33.3% 4,304,308 31.9% 133,726 3.1%

2 地方譲与税 98,000 0.7% 99,000 0.8% △ 1,000 △ 1.0%

3 利子割交付金 1,500 0.0% 2,500 0.0% △ 1,000 △ 40.0%

4 配当割交付金 15,000 0.1% 11,000 0.1% 4,000 36.4%

5 株式等譲渡所得割交付金 10,000 0.1% 10,000 0.0% 0 0.0%

6 法人事業税交付金 50,000 0.4% 30,000 0.1% 20,000 66.7%

7 地方消費税交付金 600,000 4.5% 570,000 4.7% 30,000 5.3%

8 ゴルフ場利用税交付金 45,000 0.3% 45,000 0.3% 0 0.0%

9 環境性能割交付金 7,000 0.1% 7,000 0.1% 0 0.0%

10 地方特例交付金 18,000 0.1% 18,000 3.6% 0 0.0%

11 地方交付税 2,850,000 21.4% 2,600,000 20.0% 250,000 9.6%

12 交通安全対策特別交付金 2,000 0.0% 2,000 0.0% 0 0.0%

13 分担金及び負担金 26,219 0.2% 147,963 1.3% △ 121,744 △ 82.3%

14 使用料及び手数料 106,451 0.8% 105,128 0.9% 1,323 1.3%

15 国庫支出金 853,807 6.4% 1,019,500 7.8% △ 165,693 △ 16.3%

16 県支出金 575,081 4.3% 594,402 4.5% △ 19,321 △ 3.3%

17 財産収入 67,829 0.5% 67,717 0.6% 112 0.2%

18 寄附金 1,030,003 7.7% 1,030,002 5.2% 1 0.0%

19 繰入金 1,469,978 11.0% 1,258,545 8.7% 211,433 16.8%

20 繰越金 400,000 3.0% 285,000 1.7% 115,000 40.4%

21 諸収入 144,998 1.1% 118,035 1.0% 26,963 22.8%

22 町債 526,100 3.9% 539,900 6.6% △ 13,800 △ 2.6%

合計 13,335,000 100.0% 12,865,000 100.0% 470,000 3.7%

※構成比は四捨五入の都合上、合計と一致しない場合があります。

款名称
当初予算額
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一般会計 （単位：千円）

対前年度

本年度 構成比 前年度 構成比 比較増減 増減率

1 議会費 95,662 0.7% 91,501 0.7% 4,161 4.5%

2 総務費 2,317,354 17.4% 2,234,081 15.8% 83,273 3.7%

3 民生費 3,380,037 25.3% 3,083,888 26.7% 296,149 9.6%

4 衛生費 1,494,026 11.2% 1,387,360 11.5% 106,666 7.7%

5 農林水産業費 157,300 1.2% 149,017 1.2% 8,283 5.6%

6 商工費 662,016 5.0% 662,468 3.1% △ 452 △ 0.1%

7 土木費 920,067 6.9% 914,309 7.4% 5,758 0.6%

8 消防費 629,040 4.7% 565,903 4.5% 63,137 11.2%

9 教育費 1,875,997 14.1% 1,932,274 13.4% △ 56,277 △ 2.9%

10 公債費 1,783,501 13.4% 1,824,199 15.6% △ 40,698 △ 2.2%

12 予備費 20,000 0.1% 20,000 0.2% 0 0.0%

合計 13,335,000 100.0% 12,865,000 100.0% 470,000 3.7%

※構成比は四捨五入の都合上、合計と一致しない場合があります。

款名称
当初予算額

歳出総括表
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町税（税目別）対比表

（単位：千円）

科目別 当初予算額 前年度当初予算額 比較増減 増減率 構成率

現年課税分 1,721,680 1,680,000 41,680 2.5% 38.8%

滞納繰越分 11,552 12,848 △ 1,296 △ 10.1% 0.3%

計 1,733,232 1,692,848 40,384 2.4% 39.1%

現年課税分 2,262,205 2,217,121 45,084 2.0% 51.0%

滞納繰越分 23,577 30,321 △ 6,744 △ 22.2% 0.5%

計 2,285,782 2,247,442 38,340 1.7% 51.5%

現年課税分 96,957 94,310 2,647 2.8% 2.2%

滞納繰越分 737 754 △ 17 △ 2.3% 0.0%

計 97,694 95,064 2,630 2.8% 2.2%

現年課税分 222,026 195,904 26,122 13.3% 5.0%

計 222,026 195,904 26,122 13.3% 5.0%

現年課税分 90,300 65,250 25,050 38.4% 2.0%

滞納繰越分 0

計 90,300 65,250 25,050 38.4% 2.0%

現年課税分 9,000 7,800 1,200 15.4% 0.2%

計 9,000 7,800 1,200 15.4% 0.2%

現年課税分 4,402,168 4,260,385 141,783 3.3% 99.2%

滞納繰越分 35,866 43,923 △ 8,057 △ 18.3% 0.8%

計 4,438,034 4,304,308 133,726 3.1% 100.0%

※構成率は四捨五入の都合上、合計と一致しない場合があります。

入湯税

遊漁税

合計

町民税

固定資産税

軽自動車税

町たばこ税
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（単位：千円）

名称 議会費 総務費 民生費 衛生費 農林水産業費 商工費 土木費 消防費 教育費 公債費 諸支出金 予備費 計 前年度 比較増減 増減率

01 報酬 35,400 35,542 237,836 21,028 8,146 3,148 285 14,549 221,185 577,119 516,172 60,947 11.8%

02 給料 12,640 249,850 236,609 68,543 31,255 22,956 30,909 84,733 737,495 720,451 17,044 2.4%

03 職員手当等 20,702 174,784 196,312 49,324 21,426 16,804 20,041 683 90,999 591,075 565,855 25,220 4.5%

04 共済費 14,725 103,055 115,905 26,511 11,006 8,275 9,874 594 65,012 354,957 326,912 28,045 8.6%

05 災害補償費 75 75 75

07 報償費 100 400,072 9,609 18,038 7,950 269,128 619 12,316 717,832 582,843 134,989 23.2%

08 旅費 77 1,496 3,873 324 205 993 46 6,080 5,149 18,243 20,268 △ 2,025 △ 10.0%

09 交際費 200 1,000 10 289 30 1,529 1,619 △ 90 △ 5.6%

10 需用費 3,013 71,009 137,509 16,299 4,100 29,331 29,724 14,976 314,787 620,748 561,644 59,104 10.5%

11 役務費 24 52,475 18,277 6,864 1,728 14,735 1,907 3,763 35,067 134,840 132,054 2,786 2.1%

12 委託料 3,174 185,345 499,073 348,520 39,267 99,597 122,924 17,216 215,318 1,530,434 1,515,482 14,952 1.0%

13 使用料及び賃借料 22 198,615 25,000 4,175 6,153 14,499 3,740 2,361 105,571 360,136 349,655 10,481 3.0%

14 工事請負費 34,828 12,900 16,247 9,500 10,822 225,620 7,860 335,610 653,387 667,358 △ 13,971 △ 2.1%

15 原材料費 361 34,070 3,640 140 1,617 39,828 29,104 10,724 36.8%

16 公有財産購入費 277 30,000 30,277 30,277 皆増

17 備品購入費 1,890 16,903 7,089 600 41,416 42,951 110,849 59,570 51,279 86.1%

18 負担金、補助及び交
付

3,695 125,453 269,300 576,717 15,916 108,388 14,470 518,220 308,190 1,940,349 1,987,734 △ 47,385 △ 2.4%

19 扶助費 1,084,565 144,045 500 5,770 1,234,880 1,097,879 137,001 12.5%

21 補償、補填及び賠償
金

7,000 7,000 12,050 △ 5,050 △ 41.9%

22 償還金、利子及び割
引

10,000 120 1,783,501 1,793,621 1,834,450 △ 40,829 △ 2.2%

24 積立金 656,282 656,282 662,204 △ 5,922 △ 0.9%

26 公課費 293 45 375 38 414 572 1,737 2,170 △ 433 △ 20.0%

27 繰出金 525,774 162,946 59,700 452,887 1,000 1,202,307 1,199,451 2,856 0.2%

29 予備費 20,000 20,000 20,000

計 95,662 2,317,354 3,380,037 1,494,026 157,300 662,016 920,067 629,040 1,875,997 1,783,501 20,000 13,335,000 12,865,000 470,000 3.7%

一般会計当初予算節別集計表
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（単位：千円）

対前年度

本年度 構成比 前年度 構成比 比較増減 増減率

人件費 2,254,410 16.9% 2,123,759 18.4% 130,651 6.2%

扶助費 1,254,524 9.4% 1,214,969 10.6% 39,555 3.3%

公債費 1,783,501 13.4% 1,824,199 15.6% △ 40,698 △ 2.2%

物件費 2,632,515 19.7% 2,539,307 19.7% 93,208 3.7%

維持補修費 120,854 1.0% 122,107 1.1% △ 1,253 △ 1.0%

補助費等 2,384,618 17.9% 2,218,105 15.4% 166,513 7.5%

積立金 656,262 4.9% 662,184 4.0% △ 5,922 △ 0.9%

投資及び出資金

貸付金

繰出金 1,423,527 10.7% 1,402,149 10.7% 21,378 1.5%

普通建設事業費 804,789 6.1% 738,221 4.4% 66,568 9.0%

補助事業 12,666 0.1% 305,706 1.3% △ 293,040 △ 95.9%

単独事業 792,123 5.9% 432,515 3.1% 359,608 83.1%

災害復旧事業費

補助事業

単独事業

予備費 20,000 0.1% 20,000 0.2%

13,335,000 100.0% 12,865,000 100.0% 470,000 3.7%

※構成比は四捨五入の都合上、合計と一致しない場合があります。

当初予算額
性質別

一般会計性質別歳出

計
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単位：千円

一般会計歳入予算構図 町税の内訳

総額

その他の財源の内訳 地方譲与税 98,000 0.7% 地方特例交付金 18,000 0.1%
利子割交付金 1,500 0.0% 交通安全対策特別交付金 2,000 0.0%
配当割交付金 15,000 0.1% 分担金及び負担金 26,219 0.2%
株式等譲渡所得割交付金 10,000 0.1% 使用料及び手数料 106,451 0.8%
法人事業税交付金 50,000 0.4% 財産収入 67,829 0.5%
ゴルフ場利用税交付金 45,000 0.3% 繰越金 400,000 3.0%
環境性能割交付金 7,000 0.1%

町税総額 4,438,03413,335,000

33.3%

21.4%
3.9%

6.4%

7.7%

6.4%

4.3%

11.0%

4.5%

1.1%

4,438,034

2,850,000526,100

853,807

1,030,003

846,999

575,081

1,469,978

600,000

144,998

町税

町債

地方交付税

国庫支出金

その他

県支出金

繰入金

地方消費税交付金

諸収入

寄附金

51.5%

39.1%

5.0%

2.0%

2.2%

0.2%

2,285,782

1,733,232

222,026

90,300

97,694 9,000

固定資産税町民税

町たばこ税

入湯税

軽自動車税 遊漁税
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目的別歳出予算構図 性質別予算構図 単位：千円

総額

その他の歳出内訳 議会費 95,662 0.7% その他の歳出内訳 積立金 656,262 4.9%
予備費 20,000 0.1% 維持補修費 120,854 1.0%

予備費 20,000 0.1%

13,335,000

6.9%

25.3%

13.4%
17.4%

14.1%

11.2%

4.7%

5.0%

0.8% 1.2%

920,067

3,380,037

1,783,501

2,317,354

1,875,997

1,494,026

629,040

662,016

115,662 157,300

民生費

公債費

土木費

総務費

教育費

衛生費

消防費

商工費

その他 農林水産費

6.1%

19.7%

16.9%

17.9%

13.4%

10.7%

9.4%

6.0%

804,789

2,632,515

2,254,410

2,384,618

1,783,501

1,423,527

1,254,524

797,116

物件費

普通建設事業費

人件費

補助費等

公債費

繰出金

扶助費

その他
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4,164,887
4,271,108

4,438,0344,501,474
4,676,981

4,460,138

2,874,559 2,966,872
2,600,000

2,214,981 2,099,963
2,199,727

440,000 177,000 95,000
470,000 427,000 420,000

7,414,980 7,133,0347,186,455 7,203,944 7,079,865 7,479,446

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度（見込） 令和5年度(当初予算）

千円

町税と普通交付税の推移

町税 普通交付税 臨時財政対策債
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18,241,983
18,541,908

19,531,043
18,790,656

17,566,765

16,370,976

1,893,300
1,751,000

2,530,500

895,000
573,100 526,100

1,440,329

1,451,075

1,541,357

1,635,387

1,713,192

1,721,889

1,100,000

1,300,000

1,500,000

1,700,000

1,900,000

2,100,000

2,300,000

2,500,000

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度（見込）令和5年度(当初予算）

公
債
費

千円

町債発行額・現債額及び公債費の推移

現債高 発行額 公債費
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総務課

1 財産管理費

1 (新) 建物解体事業

2 (新) 役場庁舎外壁修繕事業

2 選挙費

1 県議会議員選挙費

2 (新) 町長選挙費

政策企画課

1 文書広報費

1 広報誌作成事業

2 町民カレンダー作成事業

3 行政番組放映委託事業

4 行政放送システム委託事業

2,561千円

町からの情報や行事・イベントなどを掲載した｢町民
カレンダー｣を作成し、配布する。

印刷部数 12,000部

2,057千円

役場の情報と町の出来事をケーブルテレビを通じて
紹介する番組「こうほう富士河口湖」の制作し、放送
する。（30分番組）

4,884千円

ケーブルテレビ河口湖と連携し、町からのお知らせ
等の各種情報及び防災行政無線放送（緊急放送）の内
容等を、文字放送、データ放送、L字システム放送、ア
プリ等を通じて配信する。

12,960千円

令和5年12月6日に任期満了となる富士河口湖町長の選挙に
かかる経費。入場券の印刷、ポスター掲示場の設置費用、選
挙事務手当、立会人、管理者の報酬、公費負担などを計上。

政策企画課

27,887千円

18,385千円

町からの情報や行事、イベント及び出来事などをお
知らせする広報誌「広報富士河口湖」を毎月発行す
る。

印刷部数 8,000部（平均32ページ）
表紙・一部ページカラー印刷

2,306千円

役場庁舎の外壁が一部老朽化により剥離している箇所があ
るため、修繕を行うもの。令和5年度は調査・設計費用を計
上。

20,769千円

7,809千円

令和5年4月29日に任期満了となる山梨県議会議員の選挙に
かかる経費のうち令和5年度にかかる経費。選挙事務手当、立
会人、管理者の報酬などを計上。

事業概要説明書
総務課

19,466千円

17,160千円

小立保育所横の建築物について、今後の有効利用が見込ま
れないため安全面に配慮し解体するもの。
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2 積立金

1 ふるさと応援寄附基金積立金
（財源：富士河口湖町ふるさと応援寄附金1,000,000千円）

3 企画政策費

1 第二期地方創生総合戦略管理業務支援業務委託

2 第二次富士河口湖町総合計画管理業務支援業務委託

3 (新) デジタル総合戦略改定業務委託

4 (新) ＤＸ(ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ)推進計画策定支援業務委託

5 (新) 町キャラクター「ふじぴょん」グッズ作製業務

6 (新) 電気自動車用急速充電器新設工事

7 Ｍｔ.富士トライアスロン富士河口湖実行委員会負担金

2,000千円

町キャラクターである「ふじぴょん」のグッズを作
製し、各種イベント等においてＰＲを行う。

10,880千円

電気自動車の普及に伴う需要増に対応するため、急
速充電器の新設に係る設計業務委託及び工事を行う。

7,000千円

東京オリンピック・パラリンピックのレガシーとし
て、また、観光振興・スポーツ振興を図る目的で河口
湖・西湖を舞台にトライアスロン大会を開催する。

990千円

総合計画の基本構想に基づき、町の将来像の実現のた
めの5つの基本的方向と38の基本施策を定めた基本計画に
ついて、ＰＤＣＡマネージメントサイクルによる進捗状
況や点検評価するを行う。

2,500千円

将来の人口維持を目標とした総合戦略において、国が
デジタル分野で大きな改定を行ったため、町総合戦略に
もデジタル分野を取り入れた改定を行う。

4,200千円

計画策定に向けた職員研修・調査分析等を行い、ＤＸ
推進計画を策定する。

28,318千円

748千円

創生総合戦略のＫＧＩ（最終目標）達成のため、必要
に応じて計画を改定するＰＤＣＡマネージメントサイク
ルのもと、基本目標に示す数値目標や施策やに係るＫＰ
Ｉ（直接的･中間的な成果）の達成度を検証業務を行う。

494,100千円

494,100千円

町に寄せられたふるさと応援寄附金（ふるさと納税）
のうち、ふるさと納税運用経費以外の金額を基金として
積立て、ふるさと応援寄附条例に基づく事業の財源とす
る。
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4 企画推進費

1 移住・定住促進事業

① 新築住宅建築等奨励事業

（財源：国庫支出金・地域住宅交付金1,980千円）

② 移住支援金交付事業

（財源：県支出金・移住支援金5,400千円）

③ 移住促進住宅リフォーム補助金

④ 空き家提供促進事業補助金

(新) ⑤ ｢山｣の付く３県３市町合同移住セミナー

2 生活バス路線維持費補助金

3 健康科学大学新入学生に対する商品券補助事業

4 (新) 高等学校学習用端末購入支援事業

5 企業立地推進計画費

1 企業立地促進事業費奨励金 2,600千円

企業立地を促進し、地域経済の発展と雇用機会の拡
大を図り、もって本町経済の活性化及び住民生活の安
定と向上に資する。

5,800千円

地域住民の利便性を図るため、生活の足となる地域
生活バスの運行について、バス運行事業者に対し支援
する。

2,000千円

健康科学大学に入学する生徒に河口湖商工会が発行
する商品券を補助し、新生活準備の支援と地域経済の
活性化を図る。

7,100千円

令和4年度より義務化された高校入学時の学習用端末の
購入補助を行い、高校生のいる世帯の経済的負担を軽減
する。

800千円

町内空家の有効活用と移住促進を図ることを目的に
空家バンクへ登録することを条件に上限200千円のリ
フォーム補助を行う。

800千円

町内空家の有効活用と移住促進を図ることを目的に
空家バンクへ登録することを条件に上限100千円の空き
家提供促進事業補助を行う。

140千円

場所と特性の異なった当町・山口県長門市・山形県
南陽市で連携し集客を図り、首都圏を対象とした移住
相談会を開催する。

7,750千円

定住を促進し、地域の活性化の向上を図るため、定
住の意思をもった新規転入者の住宅建設及び住宅団地
の造成に対し助成金を交付する。

・新築住宅奨励金 予定件数18件
・住宅団地造成助成金 予定件数2件

7,200千円

東京圏から町内に移住し、県のマッチングサイトに
掲載された求人に応じて中小企業等に就業した方や起
業した方等に対し、単身者には60万円、世帯には100万
円（子ども１人につき100万円加算）の「移住支援金」
を交付する。

・単身者 補助額600千円×予定件数2件
・世帯 補助額3,000千円×予定件数2件

2,600千円

31,590千円

16,690千円
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6 富士山世界文化遺産保全推進事業費

1 富士山世界文化遺産関連負担金

① 富士山世界文化遺産協議会負担金

② 保存活用推進協議会負担金

③ 五合目インフォメーションセンター運営協議会負担金

④ 五合目救護所設置運営負担金

2 (新) 富士山世界文化遺産登録10周年記念イベント業務委託

7 ふるさと納税推進費
（財源：富士河口湖町ふるさと応援寄附金1,000,000千円）

1 ふるさと応援寄附金謝礼

2 ふるさと納税ＰＲ広告

3 ＰＲツール印刷事業

4 (新) 自治体特設オリジナルサイトの構築

5 (新) 首都圏でのふるさと納税ＰＲ

550千円

寄附金を地域づくりにより多く充当できるようにす
るため、一定の利用料で運用できる自治体特設オリジ
ナルサイトを構築する。

506千円

首都圏で行われる展示会に出展し、ふるさと納税と
町の特産品をアピールすることで寄附者の増加を図
る。

4,070千円

ふるさと応援寄附金が富士河口湖町の地域活性化に
活用されることや、特色のある返礼品が用意されてい
ることなどをＰＲする広告を行う。

1,615千円

当町ふるさと納税のＰＲを行うための紙媒体として
チラシ、ポスター、冊子類を制作・印刷する。

救護所の運営、医薬品購入、医療廃棄物処理等を行
う。

2,000千円

町立観光施設で世界文化遺産登録10周年記念イベン
トを実施する。

331,741千円

325,000千円

富士河口湖町ふるさと応援寄附（ふるさと納税）を
行った寄附者に対して地域の特産品や旅行クーポン等
を謝礼品として寄附者にお送りする。

モニタリング業務（登山者･来訪者アンケート調査･
集計･分析、ホームページ管理、パンフレット印刷･配
布･翻訳等）を行う。

622千円

世界遺産ガイド育成、普及啓発活動、パンフレット
作成、キッズスタディプログラム開催、景観変化に係
る経過観察等を行う。

1,495千円

外国人案内人の配置、通訳サービスタブレット端末
を使用した案内等を行う。

243千円

5,001千円

3,001千円

641千円
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8 消費者行政費

1 消費者行政事業

9 国際交流事業費

1 日本文化で国際交流事業

2 駅前で国際交流体験事業

3 幼少期英語体験交流事業

4 オンライン、アート交流委託事業

5 友好都市交流事業

10
1 男女共同参画啓蒙・啓発活動

2 女性なんでも相談事業

11 基幹統計調査事業
（財源：県委託金）

1 農業センサス

32千円

女性達が生活していく中で抱えている心配事や悩みを
聞く相談所を設置し、女性相談員が相談内容の解決のた
めの助言や指導にあたる。

1,128千円

6千円

きめ細やかな農林行政を推進するため、5年ごとに農林
業を営んでいる農家・林家や法人を対象に調査が実施さ
れる。

4,365千円

当町と友好都市協定を締結しているスイス・ツェル
マットとの、より一層の友好関係促進のため交流事業
を実施する。

男女共同参画費 330千円

298千円

｢第2次ふじサンサンプラン｣を推進し、男女共同参画社
会の実現を目指す。

①｢標語・俳句・川柳｣の募集及び表彰
②｢カジダン・イクメン写真｣の募集及び表彰
③｢男性が作ったお弁当写真｣の募集及び表彰
④｢講座｣・｢フォーラム｣の開催

18千円

募集した中高生がボランティアの協力を得て、河口
湖駅前において訪れる外国人に簡単な英語インタ
ビューと観光案内を行い交流を図る。

20千円

外国人講師が保育所へ訪問し、日常身近な英単語を
教えたりしながら、幼少期から外国人や英語に慣れ親
しんでもらう。

400千円

住民や学生のオンラインアート交流、また絵画を通
じた国際交流を実施する。

2,134千円

2,134千円

富士北麓5市町村で消費生活広域相談窓口を設置し、
運営する。

4,863千円

60千円

西湖いやしの里根場において、昔から行われている
日本の文化や遊びを、訪れる外国人と町民に楽しんで
もらい、交流する。
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2 学校基本調査

3 経済センサス統計調査

4 住宅・土地統計調査

地域防災課

1 電子計算費

1 電子自治体構築事業

により住民サービス、通常業務に対応する。

2

山梨県市町村総合事務組合、地方公共団体情報システム
機構への負担金

3
中間サーバープラットフォーム利用に係る負担金

（地方公共団体情報システム機構 地方財政措置 3,101千円）

4 地域情報通信基盤整備事業

の是正を図るため、また地上デジタル放送に対応した設備
として通信・放送事業者へ貸出しを行う。
サブセンター及び光ファイバー網保守、管理

＜令和5年度内訳＞
地域情報通信基盤整備保守管理委託 8,070千円
富士ヶ嶺サブセンター通信機器リース 814千円
電柱共架料(NTT 410本、東電 1,087本）2,262千円
建物共済保険料、情報HW使用料 他 918千円

5 (新) 地域情報発信ツール（LINE）公式サイト構築事業
住民等への適切な情報伝達や行政サービスへのアクセス

向上等の観点から、対面・電話・メール等に加わる新たな
情報発信ツール。 お知らせ機能、予約相談、申請業務など

5,246千円

電子申請などの山梨県市町村システム共同化負担金、ｺﾝﾋﾞﾆ
ｴﾝｽｽﾄｱでの住民票、印鑑証明書の交付に対する運営費用。

中間サーバー利用に係る負担金 3,101千円

12,062千円

上九一色地区へ整備した光ファイバー網により、情報格差

142,099千円

106,126千円

行政事務の効率化を推進し、電算システム及び庁内LAN

電算業務ｼｽﾃﾑ保守委託・基幹系ｼｽﾃﾑ構築・機器等ﾘｰｽ

電子市町村システム及びコンビニ交付システム共同
化事業

7,325千円

学校に関する基本的事項を調査し、学校教育行政上の
基本資料を得ることを目的に毎年実施される。

6千円

事業所及び企業の経済活動の情況を明らかにし、国に
おける包括的な産業構造を明らかにするとともに、事業
所・企業を対象とする各種統計調査の実施のための母集
団情報を整備する目的に実施される。
・基本的構造を調査する｢基礎調査｣（毎年）
・経済活動を調査する｢活動調査｣（5年ごと）

1,093千円

住生活基本計画、土地利用計画等の諸施策の基礎資料
への利用を目的に、住宅と居住する世帯の状況、世帯の
保有する土地等の実態を把握し、その現状や推移を明ら
かにするため、5年ごとに実施される。

地域防災課

23千円
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6 (新) 業務系システム標準化への現況及び比較調査事業
全国の自治体において業務系ｼｽﾃﾑは､令和7年度までに

国が定めた標準準拠ｼｽﾃﾑへ移行すること｡ 標準仕様書と
現行ｼｽﾃﾑとを比較し調達範囲･単位の差異を洗い出す調査。

2 地域振興費
地域防犯パトロール事業

3 交通安全対策費
交通安全普及啓発

4 富士高原診療所事業費

5 常備消防費
常備消防負担金
（富士五湖消防本部（常備消防）の運営費にかかる負担金）

① 富士五湖広域行政事務組合消防負担金
② 富士五湖広域行政事務組合消防特別負担金
③ 富士五湖消防新庁舎建設起債償還負担金

6 非常備消防費
消防団員報酬

消防団員運転免許更新補助

7 消防施設費
1 防火水槽、消火栓等水利施設整備事業

2 (新) 勝山分団消防ポンプ車購入
消防団車輌の更新事業

39,916千円

勝山分団に配備している車両の老朽化に伴い、新たに
泡消火を可能とする水槽積載車両を配備する。
現在配備されているポンプ車よりも小型化、かつ、水槽及び
泡剤放水により消火性も優れ、初期消火対応も向上する。

44,916千円

5,000千円

町内各所の消火栓の新設及び老朽化した消火栓の更新を
行う。(地域からの要望により設置場所は自治会・区と調整）
水道管の新設などにもあわせて実施する。また、防火水槽の
修繕など、水利施設の維持管理を行う。

【見直し後の額】11,678千円 4,963千円の増額

500千円

平成29年度より自動車運転免許制度が変更されたことに
より、消防車両を運転できない団員が増加することが見込ま
れるため、団員の中型免許、準中型免許の取得に対する補助
を行う。

29,178千円

12,178千円

11,678千円

消防団員の年間報酬を見直し、定員割れの解消および消防
団員の処遇改善を図る。
【従前の額】6,715千円

503,584千円

通常の負担金のほか特別負担金においては、消防車両の
購入、新庁舎建設起債償還負担金においては消防本部の建替
えにおける起債償還負担金。

321,035千円

153,371千円

室用教材、交通安全用のぼり旗などを用意し、対象者に応じ
たきめ細かい交通安全の普及に努める。

8,530千円

地域住民の健康増進と利便性を高めることを目的として、
上九一色コミュニティセンター内にある「富士高原診療所」で
週に一度、内科・小児科の診療を行う。

安全を守るための巡回警らを行うと共に、小中学校下校
時のスクールガードの実施、町有施設や湖畔駐車場など
も廻り防犯意識の向上を図る。

439千円

新入学児用ランドセルカバー、反射材、高齢者交通安全教

8,239千円

6,270千円

青色回転灯パトロールカーの運行により、町民の安心
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8 災害対策費
1 備蓄食糧配備及び防災備品整備事業

2 防災士資格取得促進補助金

3 自主防災マップ作成費補助金

4 (新) Jr・Kids防災士育成事業

5 (新) 富士山ハザードマップ作成

税務課

1 賦課徴収費

1 (新) クレジットカード納付導入システム等改修業務委託

2 (新) 滞納システムＰＩＰＩＴＬＩＮＱ対応業務委託

3 令和６年度基準年度路線価評価業務委託

4 (新) 特別徴収税額通知（納税義務者用）の電子化に

伴うシステム改修業務委託

5 (新) 森林環境税課税開始に係るシステム改修業務委託

令和6年度より、給与所得者に係る特別徴収税額通知（納税義
務者用）について、電子化されるためシステム改修を行う。

1,826千円

令和6年度より、国内に住所を有する個人に対して森林環境税
が課税され、市区町村で個人住民税均等割と併せて一人年額千円
が課税されることから、システム改修を行う。

957千円

預金調査業務を一括してＰＩＰＩＴＬＩＮＱに照会を可能とす
るためにシステム改修を行う。

7,726千円

3年ごとに行わなければならない固定資産税の次回評価替えに
向けて、路線価の評定等を行う。

1,298千円

富士山噴火への対応を強化するため、新たに示されたハ
ザードマップおよび避難対策を示したハザードマップを作
成する。

税務課

13,353千円

1,546千円

令和5年10月1日以降、町税・後期高齢者医療保険料・介護保険
料・上下水道使用料の納付方法にクレジットカード及びペイジー
（インターネットバンキング）を追加するために、システム改修
を行う。

150千円

地域の防災マップ作成を推進するため、経費（印刷費）
の一部について補助をする。

100千円

子供たちに防災を学んでいただき、地域防災力を向上する
ための事業を実施する。

517千円

3,052千円

備蓄倉庫等に備蓄している食糧、飲料水の更新及び増強を
行う、併せて、照明機器、簡易トイレ、工具セット等を購入
し備蓄品の充実を図る。

102千円

山梨県において実施する「甲斐の国防災リーダー養成講座」
を活用し、地域防災のリーダーとなって活躍していただく
防災士の資格取得を促進するために、経費の一部を補助。

3,921千円
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住民課

1 戸籍住民登録費

1 (新) マイナンバーカード出張申請受付業務委託

健康増進課

1 温泉休養施設費
1 船津温泉休養施設「芙蓉の湯」管理運営事業

2 高齢者体力づくりセンター費
1 「健康プラザ」管理運営事業

3 保健衛生総務費

1 保健事業総務費
1） 休日夜間急患診療対策等の事業（負担金）
2） 国民健康保険特別会計繰出金
3） 保健事業総務費（人件費等経常経費）

2 山梨赤十字病院建設債償還事業
1） 長期療養型病床群建設負担金（令和5年まで）

2） 産科病床増改修建設負担金（令和11年まで）

3 健康増進事業
1）

県補助金2/3（検診委託費）

4 健康のまちづくり推進事業
1） 健康のまちづくり推進事業

・第4期健康のまちづくり計画策定
「2023年（令和5年）～2027（令和9年）」

4 予防費

1 予防接種事業

1） 予防接種法に基づく定期の予防接種

・乳幼児対象

・児童・生徒対象

日本脳炎（特例対象者）・二種混合・HPV（子宮頸がん/令和4年度より）

・高齢者対象

高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌

218,368千円

96,860千円

ロタウイルス・肺炎球菌・ヒブ・B型肝炎・4種混合・BCG・MR混
合・日本脳炎・水疱瘡

インフルエンザ接種については、0歳から高校3年までは任意接種で
あるが、蔓延・重症化を防ぐ観点から接種費用の助成を行う。

（骨粗しょう症検診、歯周疾患検診、肝炎ウイルス検診、
健康相談、等に係る費用）

・健康のまちづくり審議会・食育推進・健康増進に係
る費用

423千円

105,660千円

35,550千円

14,258千円

健康増進支援事業 4,529千円

38,745千円

38,745千円

119,752千円

14,482千円

50,510千円

マイナンバーカード普及促進を図るため、申請受付の積極的
実施を行い交付率向上を図ることを目的に、民間事業者へ業務
委託を行う。

健康増進課

44,432千円

44,432千円

住民課

4,943千円

4,943千円

20



2） 風疹追加対策接種

3） 任意接種（自己負担での接種）助成事業

・おたふくワクチン助成事業

1歳・年長児に対して接種費用の一部を助成 3,000円/1回

(新) ・帯状疱疹ワクチン助成事業

対象者：50歳以上の住民登録のある方

助成額：ワクチン接種助成は生涯で1度のみ

生ワクチン（接種回数1回）4,000円

不活化ワクチン（接種回数2回）10,000円/1回

2 住民健診事業

住民基本健診、各種がん検診

等の健診事業に係る費用

・がん健診に係る費用

・生活習慣病健診に係る費用

・その他健診に要する費用

(新) ・喀痰細胞検査

（検査費用3,190円 内個人負担500円）

3 新型コロナウイルスワクチン接種事業

公費負担にてワクチン接種を継続する費用（4月～9月に要する費用）

・役務費・接種券発送等に要する費用

・委託費・医師、看護師、接種会場運営等に要する費用

・その他、人件費・消耗品・接種券印刷等に要する費用

5 健康公園管理費

1 健康公園（屋内ゲートボール場・ウォーキング

公園）の管理運営事業

2,266千円

75,738千円

9,603千円

1,335千円

1,335千円

33,901千円

23,321千円

9,000千円

1,580千円

肺がん検診（胸部レントゲン）受診者の方で、年齢が50歳以上の喫
煙者の方の内、一定の要件者

87,607千円

風疹予防接種の公的助成を受ける機会のなかった昭和37年4
月～昭和54年3月生まれの男性に対して、抗体検査・接種費用
の助成を行う。（時限措置）
国庫補助金1/2

帯状疱疹は水疱瘡と同じウイルスで起こる皮膚の病気で、50歳代
から発症率が高くなる傾向があります。
水疱瘡ワクチンは2014年10月以降は定期接種対象となり、生後12～
36ヶ月に至る児を対象に接種が勧奨されています。
2016年水疱瘡ワクチンの効能・効果が帯状疱疹を予防する目的で接
種が出来るようになり、帯状疱疹の発症と重症化を防止する観点か
ら接種費用の一部を助成する。
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福祉推進課

1 社会福祉総務費

1 ふれあい声かけ事業

青木ヶ原樹海での自殺防止を図るための水際対策。

監視員が365日監視、保護活動を行う。

全額、県補助事業 （財源:県補助金 10/10）

2 介護給付・訓練等給付事業

障害者に対して、訪問・通所・入所支援を行う。

(財源:国1/2、県1/4 306,312千円)

3 地域生活支援事業

障害者に対する虐待等の一時保護を行う。

(財源:基準額の国1/2、県1/4 14,250千円)

4 重度心身障害者医療費助成事業

重度心身障害者に対し、医療費の助成を行う。

(財源:県1/2 39,600千円)

5 生活困窮者支援等のための地域づくり事業

福祉ボランティア交流の集いの開催

小地域福祉活動の推進 住民参加型まちづくり事業

(財源:国基準額の1/2 1,200千円）

6 心身障害児（者）福祉手当支給事業

7 医療費扶助費

① 自立支援医療費助成事業（更生医療）

② 自立支援医療費助成事業（育成医療）

(財源:国1/2、県1/4 11,700千円)

8 (新) 第4期障害者基本計画・第7期障害福祉計画

・第3期障害児福祉計画策定業務委託

前期計画の満了に伴い、引き続き障害の有無に

かかわらず住み慣れた地域で安心して暮らせる

共生社会の実現に向けた次期計画の策定を行う。

2 老人福祉費

1 寝たきり・認知症高齢者介護慰労金支給事業

6,000千円

68,569千円

4,680千円

寝たきり・認知症高齢者の介護者に対して慰労金を支給
し、介護者を労う。

6,889千円

24,324千円

障害者手帳所持者に対し、等級に応じて手当を支給し、障害
者福祉の向上を図る。

15,600千円

14,400千円

1,200千円

574,075千円

10,000千円

408,416千円

23,646千円

障害者に対して、移動・コミュニケーション・日中一時支
援・相談支援を行う。

79,200千円

福祉推進課
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2 高齢者ドライバー支援事業

3 老人クラブ活動助成事業

4 地区敬老会開催助成事業

5 紙おむつ給付助成事業

6 高齢者外出支援事業

①

②

（設置費の1/2を助成 上限25,000円）

③

（設置費の1/2を助成 上限5,000円）

7 敬老祝金給付事業

8 社会福祉協議会委託事業

① みんなで支える地域福祉推進事業

② 配食サービス事業

③ 居宅介護施設指定管理事業

9 医療費扶助費

養護老人ホーム入所助成金

環境的、経済的な理由により、自宅で生活することが困難な
方が老人ホームに入所する際に助成を行う。

町内に居住する満90歳、満100歳の高齢者に対し、敬老の意
を表するため祝金を支給する。

28,233千円

3,348千円

4,885千円

20,000千円

15,550千円

町内に在住する70歳以上の方が所有する自家
用車にドライブレコーダーを設置した場合、
その設置費用の一部を助成する。

250千円

2,280千円

4,656千円

75歳以上の高齢者で運転免許証を持っていな
い方、運転免許証返納者にバス定期券の購入
助成やタクシー券の配布を行う。

4,156千円

町内に在住する70歳以上の方が所有する自家
用車に安全ブレーキシステムを設置した場
合、その設置費用の一部を助成する。

250千円

4,972千円

各地区の老人クラブの活動が円滑に進むよう補助金を交付
し助成する。

5,910千円

各地区ごとに開催される敬老会に対し、補助金を給付し、
敬老会開催を補助する。

1,440千円

在宅で、寝たきりの状態等で紙おむつ等を使用している要
介護４以上の高齢者に対し、紙おむつ等の購入費用の一部
を助成する。

848千円

高齢者ドライバーが、より長く安全に自動車の運転を続け
ていけるよう、認知症予防体操やドライブシュミレーター
走行訓練等を実施する。
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子育て支援課

1 児童福祉総務費
1 子ども子育て支援事業

①放課後児童健全育成事業

②地域子育て支援拠点事業（つどいの広場）

③子育て援助活動支援事業
（ファミリーサポートセンター事業）

④子どもを守る地域ﾈｯﾄﾜｰｸ機能強化事業

⑤子育て短期支援事業

2 上九一色児童クラブ事業

3 発達相談事業

4 インターネットやSNSを活用した情報提供
すくすく子育て応援LINE

5 子ども家庭総合支援拠点・養育訪問支援事業

6 ファミリーサポート利用助成事業

7 (新) おうち子育て応援事業

１歳～３歳の児童（未就園児）1人あたり2万円/月

450千円

64,724千円

保育所等を利用せずに家庭で保育を行っている世帯へ
社会とつながりが持てる相談支援と経済的支援の提供。

財源：国庫補助金 1/2（児童虐待・DV対策等補助金）
支援ｾﾝﾀｰや要保護児童対地域協議会との連携を図る。
と継続的なソーシャルワーク業務を担い、子育て包括

目的としてLINEを活用した情報発信を行う。

1,761千円

子ども・妊産婦等の専門的な相談対応や調査・訪問等

妊娠出産期から子育て世帯への「切れ目ない支援」を

66千円

発達相談を希望する保護者に、心理士による相談など、子
どもの健やかな発達を図る事業。

280千円

1,311千円

等において短期間、養育保護を行う事業。
児童の養育が一時的に困難となった場合に児童福祉施設

2,336千円

支援対象児童と家庭の相談情報等のシステム化。

648千円

乳幼児や児童の預かり援助を受けたい方と援助を行いたい方
との相互援助活動に関する連絡調整を行う。

3,185千円

子育て相談、栄養相談他専門知識を持た職員の相談事業。
0歳～就学前の乳幼児と親が気軽に集える場所の提供

3,993千円

船津３か所、小立２か所、大石・河口各１か所
社会福祉協議会事業委託（ふれあい児童クラブ）

21,114千円

財源：国庫補助金 1/3（子ども・子育て支援交付金）
県補助金 1/3（子ども・子育て支援交付金）
児童クラブ負担金

161,447千円
31,276千円

子育て支援課
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2 児童措置費（扶助費）
1 児童手当支給事業

3 母子福祉費

1 ひとり親家庭医療費扶助等事業

（ひとり親家庭等の医療費自己負担を助成する）

財源:県補助金 1/2

2 ひとり親家庭等ファミリーサポート支援事業

4 保育所費
1 保育所費

①町内保育所運営事業

②給食費補助
公立保育所以外への保育委託児童の副食費を助成。
給食完全無償化事業

③保育所等特別保育事業推進費補助事業
町内小規模保育施設における特別保育事業。
財源：県補助金 1/2

④保育所等業務効率化推進事業
保育業務支援システム導入 町立保育所 8か所

(新) ⑤保育所トイレ改修事業
職場における安全で健康的な環境整備。
男女共同職場に配慮した改修

2 子どものための教育・保育給付事業
・ 教育・保育施設給付

・ 地域型保育給付費

3 管外公立保育所委託事業
他市町村公立保育所への保育委託

8,000千円

県補助金 1/2（教育・保育給付費地方単独費用補助金）

県負担金 1/4（ 〃 給付費負担金）

財源：国庫負担金 1/2（子どものための教育・保育給付交付金）

他市町村事業所へ保育委託
町内事業所 5か所

他市町村私立保育所への委託
他市町村幼稚園委託
町内認定こども園 2か所

325,580千円

1,100千円

4,549千円

1,664千円

11,500千円

受託負担金、財産区繰入金
財源：県単独補助金1/2（2子以降無償化事業）
町立保育所の運営経費 8か所

775,273千円

794,086千円

1,145,766千円

ひとり親家庭のファミリーサポート利用負担金を助成。
60千円

14,000千円

財源： 3歳～中学生及び特例給付 国県負担金 5/6

15,601千円

財源： 0～3歳未満 国県負担金 41/45
特例給付（所得制限該当） 月額 5,000円 延1,224人
中学生 月額10,000円 延6,960人

３歳以上～小学校修了前（第３子～） 月額15,000円 延2,928人

３歳以上～小学校修了前（第１子・２子） 月額10,000円 延18,744人
０歳～３歳未満 月額15,000円 延6,432人

406,800千円

407,771千円
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4 子育てのための施設等利用給付事業
・ 未移行幼稚園、認可外保育所、預かり保育事業

他市町村幼稚園への委託
認可外保育所、預かり保育事業委託等
財源：国県負担金 3/4（子育てのための施設等利用給付交付金）

5 (新) ふじかわぐちこ子育て応援事業
0～2歳児クラスの保育料を無償化する事業。
保育所等利用料無償化事業
町単独事業（R3決算ベース影響額 53,800千円）

企業主導型・認可外保育施設等への助成金。

5 児童館費
1 町立児童館運営事業

勝山児童館、大嵐児童館運営
放課後児童健全育成事業

財源：国庫補助金 1/3（子ども子育て支援交付金）
県補助金 1/3（放課後児童健全育成事業費補助金）
児童クラブ負担金

6 母子保健事業費

妊娠期から乳幼児期・思春期までの健康管理事業

1 乳幼児健診、発達相談、母親学級、育児学級等

3歳児健診の視力検査に屈折検査機器の導入と

視能訓練士による検査を追加。

2 新生児聴覚検査費助成事業

（平成28年度から県内で初めて、検査費用の一部3,000円を助成

する事業として実施。平成29年度から検査費用を7,000円に拡充）

3 妊婦一般健診事業

（基本健診14回＋追加健診の1/2相当額を助成）

令和3年度から助成単価＠88,210円から上限＠97,750円へ増額

（平成28年度から多胎妊婦の場合は健診回数を4回追加）

4 妊婦歯周疾患検診事業

5 産婦産後健診助成事業

産後うつの早期発見と対策を目的とし２回の産後健診

（産後2週間、1ヶ月）の費用を助成(１回5,000円）

財源：国庫補助金 1/2（産婦健康診査事業）

6 産後ケア事業

（産前産後ケアセンター負担金）

財源：国庫補助金 1/2 県補助金 1/3

(新) （産後ケア事業）
クラブ富士山タイアップ事業。乳幼児と母親の運動による産後

の心身の健康保持と参加者同士の交流の場

産後直後の母子に対して、心身のケアや育児のサポートなどケ
アセンターにおいて支援を行う事業。宿泊、デイプラン

2,389千円

2,300千円

857千円

17,579千円

5,889千円

1,610千円

母子保健法のもと乳幼児の健やかな成長と妊産婦、保護者へ
の支援を実施。

103,062千円

7,300千円

18,408千円

18,408千円

10,800千円

26



7 小児フッ化物塗布受診券交付事業

1歳6か月児、6歳児を対象としたフッ化物塗布事業。

同時に6歳児の保護者へ歯周疾患検診の勧奨を行う。

8 養育医療給付事業

未熟児養育医療給付事業 補助率 国1/2 県1/4

9 ようこそ赤ちゃん事業（不妊治療費助成事業）

10 小児救急医療事業負担金

11 紙おむつ用品支給事業

12 産婦人科・小児科オンライン医療相談

財源：国庫補助金 1/2（母子保健医療対策総合支援事業）

13 子育て世代包括支援センター

財源：国庫補助金 2/3（子ども子育て支援事業）、県補助金1/6

12 (新) 出産・子育て応援交付金事業

財源：国庫補助金 4/6 県補助金 1/6

7 子ども医療費助成事業費

(平成28年度から中学3年生までを高校3年生までに拡充）

1 子ども医療費助成事業
対象人員4,300人

（生保、重度医療、ひとり親医療費助成対象者を除く）
補助率 県 基準額（乳幼児医療部分）の1/2

100,000千円

子どもの健やかな成長に寄与し、保護者の医療費負担を軽減
するため、高校3年生までの子どもに関する医療費の一部を助
成する。

103,475千円

29,108千円

妊娠期から出産・子育て期までの相談に応じる「伴走型相談
支援」の充実のため助産師相談と訪問事業の充実をはかり、同
時に出産育児に関わる費用負担の軽減を図るため「出産応援ギ
フト」、「子育て応援ギフト」により経済的支援を行う。

妊娠期から子育て期までの母子保健及び育児に関する様々な
悩み等に円滑に対応するため、保健師等の専門職が総合的相談
支援を実施し、切れ目のない支援を行う。

4,497千円

感染症対策など、外出が困難な特に妊産婦等のスマートフォ
ンから直接産婦人科医、助産師、小児科医に相談が行える業務
を委託する。

1,901千円

12,420千円

（乳児の成育に必要なおむつ等の購入費の一部
月3,000円を２歳の誕生月まで助成する。）

13,500千円

5,250千円

平成28年度から第2子以降の不妊治療費・男性不妊治療
費・不育症治療費についても助成対象とした。

4,200千円

1,562千円
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環境課

1 環境衛生費
1

2 ＥＭぼかし推進事業

2 富士五湖聖苑運営事業
1 広域火葬場管理運営負担金

3 合併処理浄化槽整備補助事業
1 合併処理浄化槽整備補助事業

4 し尿処理事業費
1 青木ヶ原衛生センター組合負担金

5 景観保全費
1 太陽光発電システム設置補助事業

再生可能エネルギーの生産・利用の普及を推進し、
環境保全や温暖化防止を図り、自然豊かな環境に
やさしいまちづくりを推進する目的で、従前の一般
家庭用太陽光設置補助金を改良し交付する。
限度額100千円とする。

(新) 蓄電池設置補助金1基80千円とする。

2 河口湖治水事業特別会計繰出金

6 花トピア推進事業
1 花トピア推進事業

7 清掃総務費
1 吉田焼却場可燃ごみ処理費負担金

13,158千円

自治会が管理している花壇の肥料、花壇苗と町が管理し
ている花壇、緑地帯の除草作業をシルバー人材センターに
委託するもの。

444,125千円

304,373千円

処理負担金は、4市町村の搬入量に応じて積算されるも
ので、年間33,710ｔを見込んでおり、当町の予定量は全体
の約35％で、年間11,800ｔを見込んでいる。

13,600千円

4,600千円

9,000千円

釣り客から徴した遊漁税を、湖畔の周辺のトイレや駐車
場整備するために河口湖治水事業特別会計に繰り出すも
の。

13,158千円

下水道に接続できない下水道認可区域外に合併浄化槽を
設置する際の補助金。
（補助率：国1/3、県1/3）

24,995千円

24,995千円

負担割合は、人口割90％と投入割10％で全体の運営に係
る費用。

20,453千円

20,453千円

負担割合は、人口割70％と均等割30％で富士五湖聖苑全
体の運営に係る費用。

6,066千円

6,066千円

環境課

3,624千円

ごみ減量化推進事業 3,200千円

資源ごみ回収を、自治会に実施してもらうことにより、
ごみの減量化につながるため各自治会に報償金を交付する
もの。

424千円
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2 吉田焼却場起債償還負担金

3 青木が原ごみ処理組合負担金

4 一般廃棄物最終処分場負担金及び償還金

5 富士・東部広域環境事務組合負担金

6 指定ごみ袋作製事業

8 リサイクルセンター運営事業費
1

リサイクル及びリユースセンター全体の運営に係る費用。

9 塵芥処理費
1 一般廃棄物収集運搬処理委託事業

2 粗大廃棄物搬出委託事業

3 二次廃棄物処理委託事業

4 不燃処理施設等補修工事費

農林課

1 農業振興費

1

2

3

地域の新たな特産品化を目指し、本栖湖周辺に自生し耐寒性
のある富士野生桃を台木にして「白鳳」や「なつっこ」など6
品種を栽培。産地化に向け「富士桃生産研究会」で更なる研究
を行っていく。

地域おこし協力隊事業 3,978千円

令和4年度から就農している地域おこし協力隊への報酬費や
活動費等。（3,828千円）※特別交付税措置

令和6年度から3年後の新規就農を目指し、農業支援員１名を
募集する費用。（150千円）

4,499千円

実験農場及び遊休農地への試験栽培事業 285千円

富士ヶ嶺実験農場及び遊休農地に野菜や果樹の試験栽培を行
い地域特栽品の開発を行っていく。

富士桃産地化推進事業 236千円

108,271千円

50,627千円

31,680千円

10,707千円

15,257千円

農林課

39,239千円

県内12市町村で構成する、ごみ処理一部事務組合の負担
金。令和14年度に稼働予定で、負担割合は人口やごみの排
出量によって定めている。当町の負担割合はおおよそ18％

28,000千円

可燃ごみ袋182万枚と不燃ごみ袋11万枚を作製する。

18,304千円

リサイクルセンター、リユースセンター運営事業 18,304千円

29,329千円

吉田焼却場施設の基幹改良工事に対する町の負担金の償
還で、起債償還負担割合は、人口割、均等割、処理量割の
合算に基づき算出される。

17,663千円

負担割合は、建設一般事務費：人口割90％と投入割
10％、処理運営費：人口割30％と均等割10％と処理量割
60％で全体の運営に係る費用。

25,521千円

境川エコパーク最終処分場搬入及び起債償還に伴う負担
金。令和5年度より前々年度搬入割合で負担（891ｔ）
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2 畜産業費
1 (新) 富士ヶ嶺バイオセンター管理運営委託料

2 (新) ジビエプロジェクト事業

3 家畜防疫対策補助事業

3 農地費
1 遊休農地対策事業

4 水田営農活性化対策費

1 地域農業再生協議会補助事業費

5 林業振興費
1 有害鳥獣駆除事業

2 有害鳥獣防護柵設置費補助事業

3 松くい虫被害木伐倒駆除事業

4 ナラ枯れ被害木伐倒駆除事業

5 新規狩猟者確保対策事業

6 森林整備に向けた調査業務委託（森林環境譲与税事業）

1,080千円

ナラ枯れ被害にあったナラ木を伐倒駆除し、被害木の拡大を
防ぐ。

197千円

野生鳥獣の捕獲の担い手である狩猟免許所持者の高齢化に伴
い、新規の担い手を確保するため、狩猟免許や銃砲所持の許可
を新たに取得する者に対し、取得費の一部を助成し有害鳥獣駆
除の促進を図る。

13,000千円

森林整備がされていない森林を抽出、緊急性や地域の実情を
勘案し優先順位を決定し、森林整備全体計画を作成する。併せ
て、計画に基づき森林所有者に対し意向調査を実施し森林整備
を図る。

7,950千円

近年、鳥獣被害は中山間地域を中心に深刻化しており市街地
に頻繁に出没するようになると住民や観光客にまで危害が及ぶ
事態も懸念されるため、これまで以上に捕獲圧を加え被害を縮
小させる。

400千円

農作物を有害鳥獣から防護するため、防護柵の設置者に対し
費用の1/2を補助する。

1,882千円

松くい虫に犯された松を伐倒駆除し、被害木の拡大を防ぐ。

968千円

遊休農地の有効活用を図るため、小立島原地区の農地を借り
上げ景観形成作物の植栽を行い環境保全と農地の有効活用を図
る。

250千円

250千円

経営所得安定対策事業の推進とこれを円滑に実施するために
地域農業再生協議会へ補助する。
（県補助100％）

24,509千円

富士ヶ嶺バイオセンターの家畜排せつ物の適切な処理、良質
な堆肥の製造等を図る。

1,000千円

森林や農作物への被害が出ているシカを地域資源として有効
活用するため、シカ肉の加工品をふるさと納税返礼品や町内の
売店にて販売を行い「ジビエ」として広く周知する。

3,300千円

家畜伝染病の発生予防と蔓延防止を図るため、家畜の予防接
種を生産者が行った場合にワクチン接種料金の1/2を補助す
る。

968千円

9,300千円

5,000千円
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6 地籍調査費
1 地籍調査事業

観光課

1 商工振興費

1

2

①

(新) ②

③

3 ハーブフェスティバル実行委員会補助金

4 (新)

2 観光費

1 観光拠点・施設整備費
①

2 観光宣伝事業費
① ポスター、チラシ等の印刷

② 観光広告宣伝

③ 駅前観光案内所運営

7,213千円

総合観光パンフ｢Cocoいーじゃん｣、ガイドマップ、イ
ベントポスター・リーフレット、大判写真(A3判)等を
印刷する。

5,742千円

観光誘客のため、旅行雑誌や新聞・フリーペーパー誌･
タブロイド紙等へのイベント等広告掲出、ラジオ放送
広告、中央高速バス車内放送広告を行う。

7,950千円

本年は町制20周年であり、また6月22日の富士山世界文
化遺産10周年記念日と6月24日から実施する河口湖ハーブ
フェスティバルの開催に合わせ、期間中にドローンショー
やファイヤーパフォーマンスを実施し、町内外に広くア
ピールする。

86,593千円

2,180千円

もみじ回廊修景等整備事業 2,180千円

20,905千円

大石紬普及事業

大石紬伝統工芸館において、機織りや染色の講師を
招き講習会を開き、古くから伝わる機織り技法を広め
るとともに伝統工芸館の集客を図る。

手織り組合補助金

7,680千円

2023河口湖ハーブフェスティバル（日程：6.24～7.17、
会場：大石会場・八木崎公園）を開催し、誘客を図るとと
もに、町の魅力を発信する。

富士山世界遺産登録10周年・町制20周年記念イベン
ト

14,000千円

町内の商工業事業者の健全な経営指導、新規の支援等積
極的に取り組む事業を推進する商工会への活動経費に対し
補助する。また、町内事業者の融資及び新型コロナ感染症
に伴う災害融資の利子に対し補助する。

大石紬後継者育成事業及び手織り組合補助金 4,449千円

後継者育成事業

大石紬の機織り技術精通者が初心者の受け入れを
し、紬織りのさまざまな工程を手ほどきし体験させる
ことによって新たな後継者の育成を図る。

5,000千円

5,000千円

観光課

42,060千円

商工会一般事業推進費補助及び振興資金利子補助 15,931千円
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3 国際観光推進事業

①

②

4 各種団体育成事業

①

②

5 広域観光推進事業

3 観光振興支援費

1 観光立町推進事業

① 観光実証調査

②

2 観光まちづくり企画提案事業

3 観光統計調査

4 富士山西麓観光連絡会議

5 (新) 第2次観光立町推進基本計画作成

4 観光施設費

1 観光拠点・施設整備費
①

②

(新) ③

④

(新) ⑤ 本栖公衆トイレ改修工事

船津地区(大橋南詰-河口湖ホテル)の湖畔道路沿い
に設置している街路灯(水銀灯)17基のＬＥＤ化を図
る。

1,200千円

本栖地区県営駐車場トイレをすべて洋式化する。4基
(電気工事含む)

公衆トイレ維持管理 27,433千円

勝山シッコゴ公園トイレ改修設計委託 700千円

河口湖畔歩道街路灯改修工事 2,400千円

2,500千円

R1～R10までの期間で作られている計画を、中間時点で
評価・見直しを行う。

35,540千円

35,540千円

東海自然歩道･登山道等維持整備 3,807千円

400千円

住民や観光団体等が自ら企画し実施する観光まちづくり
事業に対して補助金を交付する。

2,780千円

入込統計、宿泊統計、消費統計、ニーズ等観光に関する
統計情報を収集し、整理して発表する。

1,300千円

富士宮市と連携して国道139号沿いに位置する精進・本
栖地区の観光活性化事業を企画し実施する。

11,580千円

11,580千円

1,600千円

高齢者及び障害者等に優しい観光まちづくりを推進して
いくための基礎調査を行う。

まちなかＷⅰ-Ｆⅰ管理事業 3,000千円

各種イベントに対する助成 53,765千円

6,343千円

山梨県及び富士山圏域における広域観光の
推進

6,343千円

外国人誘客ツール作成並びに配布 300千円

外国人誘客宣伝及び外国人受入環境整備
（台湾FIT誘客）事業

2,000千円

54,865千円

町観光連盟、各地区観光協会及び国内観
光キャラバンを実施する営業担当部会の
育成

1,100千円

2,300千円
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5 野鳥の森公園事業費

1

6 蝙蝠穴管理費

1

7 道の駅管理事業

1
①

(新) ②

(新) ③ 街灯ＬＥＤ化

8 いやしの里運営事業費

1

①

②

(新) ③ 改修工事

9 くらし応援商品券事業費

1

都市整備課

1 土木総務費

1 精進地区砂防施設長寿命化事業負担金
（10,000千円×5％）

2 西湖地区急傾斜対策事業負担金
（66,000千円×5％）

3 長浜地区急傾斜対策事業負担金
（20,000千円×10％）

4 船津地区急傾斜対策事業負担金
（5,000千円×5％）

2 道路橋梁総務費
1 道路安全対策事業

① ＬＥＤ外灯・ポール購入
② 道路台帳更新業務委託

③ カーブミラー・区画線・通学路安全対策工事 9,500千円

3,300千円

2,000千円

250千円

13,976千円

3,200千円

1,276千円

くらし応援商品券配布･換金事業 281,177千円

町内利用限定の商品券を全町民に10,000円分配布し、コ
ロナ禍で疲弊している経済を下支えするとともに、消費喚
起を促す。

都市整備課

6,050千円

500千円

茅葺屋根修繕 4,400千円

年2棟（北面片側)葺き替え

3,000千円

ふじみ橋改修、水車回転軸改修

281,177千円

1,542千円

メイン11基、サブ10基、遊歩道9基計30基

15,555千円

｢西湖いやしの里根場」運営事業
15,555千円

建物保険料、駐車場等用地借上げ料 8,155千円

｢道の駅かつやま｣維持管理事業 4,078千円

無料Ｗｉ-Ｆｉ通信料、建物保険料、臨時
駐車場用地借上げ料

1,216千円

特産品売場増設設計委託 1,320千円

建物施設等及び芝生広場の維持管理、運営を行う。

32,405千円

｢西湖ネーチャーセンター｣維持管理･運営事業 32,405千円

蝙蝠穴及びクニマス館等施設の維持管理、運営を行う。

4,078千円

9,111千円

｢西湖野鳥の森公園｣維持管理･運営事業 9,111千円
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3 道路維持費
1 道路整備事業

(新) ① 船津急傾斜対策事業に伴う法面工設計委託
（財源:緊急自然災害防止対策事業債）

② 町道除雪作業委託
③ 町道改修・雨水対策工事等

2 橋梁長寿命化事業
（財源:社会資本整備事業交付金5.5/10）
橋梁補修工事設計委託

3 (新) 舗装修繕事業
（財源:緊急自然災害防止対策事業債）

① 工事に伴う測量設計委託
② 町道0153号線（勝山中央通り）他3路線舗装工事

4 一般町道新設改良事業費
1 一般町道新設改良事業

① 6路線他緊急対応工事測量設計委託
② 9路線他緊急対応工事
③ 用地補償料・電柱移転補償料

5 農道整備事業費

1 農道整備事業
農道整備工事

6 登山道線道路整備事業費
1 登山道線道路整備事業

電線共同溝台帳整備委託

7 河川改良費
1 河川改良事業

(新) ① 雪解沢護岸改修工事測量設計委託・改修工事
（財源:緊急自然災害防止対策事業債）

② 雪解沢改修工事
② 準用河川浚渫工事

8 都市計画総務費
1 都市計画事業

(新) ① 都市計画基本図修正業務委託
(新) ② 公営住宅長寿命化計画改定業務委託

③ 都市計画道路見直し業務委託
（財源:街路交通調査費補助金1/3）

(新) ④ 都市公園長寿命化計画見直し業務委託
（財源:都市公園等事業交付金5/10）

2 生け垣設置補助金

3 景観形成事業補助金
河口地区景観形成事業補助金
（財源:河口財産区全額）

200千円

6,000千円

3,500千円

12,000千円

15,000千円

450千円

安全で緑豊かなまちづくりを推進するため、町並み緑化の一環とし
て住民が居住する宅地の公道に面する生け垣設置に対しての補助金。

28,500千円

22,500千円

1,500千円

4,500千円

37,150千円

7,000千円

9,500千円

9,500千円

3,500千円

3,500千円

9,000千円

50,000千円

73,800千円

8,800千円

58,000千円

157,500千円

16,000千円

13,000千円

60,000千円

9,500千円
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9 総合公園事業費
1

① 公園長寿命化修繕補修
② 総合公園樹木伐採工事

10 街区公園整備事業費
1 街区公園整備事業

① 街区公園樹木伐採工事
(新) ② 富士ヶ嶺公園石積み裏客土工事

11 近隣公園事業費
1 近隣公園整備事業

① 大石公園 木製遊歩道の修復工事（F区画）
(新) ② 小海公園雨水管布設替え工事

12 地区公園事業費

1 地区公園整備事業
① 八木崎公園 芝生維持管理委託
② 八木崎公園 芝生保護マット設置工事

13 さくらの里公園整備事業費
1 さくらの里公園事業

(新) さくらの里公園かご枠工事・伐採工事

14 グリーンミュージアム事業費
1 グリーンミュージアム事業

① 除草委託・害虫駆除・剪定委託
② 土地使用料
③ 樹木剪定移植工事

15 集合看板整備事業費
1 集合看板整備事業

① 屋外広告物整理統合事業(既存補修分）
② 集合看板用地使用料

16 住宅総務費
1 木造住宅耐震診断委託

2 木造住宅耐震改修事業補助金

3 住宅リフォーム補助金

4 アスベスト飛散防止対策事業補助金

2,200千円

補 助 先 個人
補 助 率 改修工事費の80％（限度額100万円）

低コスト工法 20万円
対象工事 耐震診断総合評点0.7未満を1.0以上に改修する工事
対象戸数 2 戸

2,000千円

住宅リフォームに対して、耐震改修を兼ねて実施した場合
は、1件当たり20万円の補助、一般リフォームについては10
万円の補助を支給。
耐震20万円×1件 一般 10万円×18件

3,000千円

アスベストの除去、封じ込め又は囲い込み
補助対象経費の2/3以内の額。（300万円上限）

1,002千円

400千円

602千円

7,680千円

230千円

委 託 先 個人申請(委託先は建築士事務所協会)
補 助 率 県1/4 市町村1/4 国2/4
対象戸数 5戸

4,600千円

4,600千円

3,626千円

2,600千円

576千円

450千円

1,300千円

1,300千円

1,870千円

1,600千円

270千円

400千円

200千円

200千円

2,600千円

2,300千円

総合公園整備事業
1,000千円

1,300千円

35



5 アスベスト飛散防止調査補助金

17 住宅管理費
1 町営住宅等管理費

水道課

1 水道費

1 水道事業特別会計補助金事業
水道事業特別会計に対して起債の元利償還金相当額の補助を行う。

船津財産区 12,931千円 小立財産区 7,548千円

2 簡易水道事業特別会計繰出金事業

簡易水道事業特別会計に対して起債の元利償還金相当額

の繰出しを行う。

河口湖簡水 26,096千円 足和田簡水 10,199千円

上九一色簡水 32,316千円

3 温泉事業特別会計繰出金事業

温泉事業特別会計に対して新源泉掘削費用の一部として繰出し

を行う。

学校教育課

1 教育委員会費
1 人づくり学校づくり事業

2 教育センター費
1 教育センター事業

・教育相談、就学相談等
・不登校児童生徒の受け入れ、学習指導
・教職員研修の実施 等

3 小学校管理費
1 町単教諭・支援員・ＡＬＴ配置

2 学校施設整備事業
校舎・体育館・教員住宅各種補修工事

3 学校ネットワーク強化対応事業

141,456千円

複式学級解消のための町単教諭や要支援児童をサ
ポートする支援員等を町単独で配置し、教育環境の向
上を図る。

8,200千円

18,450千円

学校のインターネット環境を強化するための機器類
のリース料（R2.3～R7.2／5年リース）

3,500千円

各小中学校の特色ある学校づくりの取り組みを行う
事業の実施に対しての補助金。

36,636千円

36,636千円

（町単教諭、町単英語科教諭、スクールソーシャル
ワーカー、教育相談員、就学支援員を配置）

263,808千円

126,590千円

20,479千円

68,611千円

37,500千円

学校教育課

3,500千円

250千円

アスベストの含有の有無に掛かる調査の費用
補助対象経費の10/10以内の額。（25万円上限）

17,317千円

17,317千円

町営住宅2団地の保守管理、修繕費であり、適切な管理
を行うための費用。
(財源：住宅使用料、家賃低廉化事業補助金）

水道課
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4 (新) 小立小学校都市ガス転換工事

5 (新) 小立小学校体育館放送設備改修工事

6 (新) 西浜小学校校舎屋根外壁改修事業

7 (新) 勝山小学校職員駐車場用地取得事業

8 (新) 西浜小学校スクールバス購入事業

4 小学校教育振興費
1 小学校パソコン設置事業

2 デジタル教科書導入事業

3 (新) 授業支援ソフト導入、ＩＣＴ支援員派遣事業

4 校外授業用バス借上げ等事業

5 教育情報セキュリティーシステム・校務支援
システム運用事業

5 中学校管理費
1 外国語指導助手配置

2 町単教諭等配置

3 (新) 勝山中学校校舎改修事業基本設計委託

4 (新) 河口湖北中学校特別教室Wifi設置工事

5 河口湖南中学校組合負担金事業

① 組合負担金

② 学校施設建設事業債負担金

現在Wifiが整備されていない北中学校の特別教室に
Wifi環境を構築する。

207,821千円

173,840千円

33,981千円

248,975千円

10,296千円

24,258千円

5,000千円

築後40年以上経過による老朽化と、生徒の増加によ
り教室数が不足してきた勝山中学校の整備計画をまと
めるため業務委託を行う。

1,600千円

22,577千円

2,809千円

11,880千円

4,180千円

6,560千円

30,000千円

勝山小学校西側の現在職員駐車場として借用してい
る土地とその隣接する土地を買収し、駐車場として整
備する。（2筆 1,058㎡）

9,000千円

導入後30年経過し、修理も困難になってきた西湖発
着便のスクールバスを新たに購入する。

48,006千円

3,892千円

都市ガスの供給管が小立小学校脇まで延伸されるこ
とに伴い、空調設備へのガス管接続工事を実施する。

3,300千円

老朽化し不調になっている体育館の放送機器の入替
えを行う。

49,510千円

部材が朽ち全体的な老朽化により雨漏りが発生して
いる屋根と塗装の爆裂が発生している校舎の外壁の塗
装を改修する。
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6 中学校教育振興費
1 中学校パソコン設置事業（生徒・教師用）

2 デジタル教科書導入事業

3 (新) 授業支援ソフト導入、ＩＣＴ支援員派遣事業

4 全国中学校大会遠征費補助事業

5 校外授業用等バス等借上げ事業

7 学校給食費
1 児童生徒給食費補助事業

① 学校給食無償化事業

② 学校給食地産地消促進事業

2 (新) 大嵐小学校給食運搬車購入事業

生涯学習課

1 社会教育総務費
1 社会教育全般に係る事業

社会教育事業の推進に係る諸事業等

2

3

成人者のつどいの開催に係る事業

2 公民館費
1

3 青少年教育費

1 子ども未来創造館を中心とした子育て支援事業

放課後児童健全育成事業、放課後子ども教室

子ども未来創造館の施設の維持管理

2 家庭教育事業

幼児を対象とした家庭教育に係る活動

3 青少年教育事業
青少年の健全育成のための青少年教育に係る活動

4 地区育成会運営補助事業
育成の運営・活動に係る経費等を補助する事業

5 富士河口湖町フォトプロジェクト事業

1,346千円

1,131千円

2,083千円

3,000千円

写真家テラウチマサト氏による写真教室を実施する事業

25,893千円

公民館活動推進事業 25,893千円

地域コミュニティーの拠点である公民館でのさまざまな
教室やグループ活動、イベントを通じて住民主体のまちづ
くりを推進する事業。

28,905千円

21,345千円

30,497千円

29,582千円

社会教育委員の活動に係る事業 375千円

社会教育委員の会の運営、県・郡の連絡協議会に係る事業
等

二十歳のつどい事業 540千円

131,646千円

令和2年度より学校給食費の全額を町費負担
（小学生330円/食、中学生370円/食）

1,000千円

1,300千円

生涯学習課

157千円

2,472千円

800千円

299千円

133,946千円

132,646千円

富士ヶ嶺牛乳を提供する際の一般牛乳との差額を補助

9,778千円

6,050千円
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4 図書館費

1 図書館事業
① 図書館利用時の託児サービス事業
② ブックスタート事業
③ 高天井ダウンライト入替工事
④ 資料提供事業

2 (新)

5 自然共生事業費
1 フィールドミュージアム事業

6 文化財保護費

1 文化財保存活用事業

2 町史編纂事業

3 天然記念物富士風穴 利活用適正推進事業

4 勝山歴史民俗資料館運営事業

5

6

7 (新)

町内遺跡分布調査事業 469千円

開発行為に伴う土地の形状変更の前に埋蔵文化財の試掘
調査を実施し、町内の遺跡の分布状況、遺跡の範囲・内
容・年代等を把握するための事業。

富士山世界文化遺産登録10周年記念シンポジウム 357千円

平成25年（2013）の世界文化遺産登録から10周年の節目
を迎える富士山について、その文化的価値を見つめ直し、
登録後10年間で明らかとなった新たな調査成果の報告も交
えた住民参加型のシンポジウムを実施する事業。

888千円

勝山歴史民俗資料館の展示公開を通して文化財の保存活
用、教育普及を図る事業。

古文書調査・活用事業 708千円

町内に保存されている古文書を調査研究し、目録を作成
して刊行し、散逸防止と保存継承を行う事業。また、調査
研究に用いた古文書を題材に講座を行って活用を図り、価
値を啓蒙する事業。

指定文化財の保存・活用、未指定文化財の調査、文化財
審議会の活動等の文化財の保存活用に係る全般的な事業。

2,914千円

富士河口湖町の歴史等を総合的に調査研究し、町の歩み
を体系的に編纂する事業。調査委員会を基軸に、歴史、考
古、民俗、自然、文化財の各部会による学術的な調査を実
施する事業。

2,754千円

1,062千円
天然記念物富士風穴の適正な利活用のために保存管理計

画運用委員会のもと、監視員を配置し、入洞者の安全確
保、天然記念物の保護を図る事業。

生涯学習館・子ども未来創造館の経年劣化による空調設
備改修工事。

6,157千円

6,157千円

船津胎内フィールドセンターの管理運営の指定管理を主
体とするフィールドミュージアム事業。

9,746千円

217,315千円

249千円
503千円

4,377千円
6,325千円

生涯学習館・子ども未来創造館空調設
備長寿命化改修事業

143,902千円

217,315千円
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8 (新)

7 保健体育総務費
1

2

3

4 (新)

8 体育施設費

1 (新)

精進湖カヌー競技場設備桟橋修繕する事業。

2 (新)

3 (新)

文化振興局

1 文化振興費事業
1 地域文化振興活動事業

地域及び学校などで文化活動を促し、活性化を図る事業など

① 文化協会、文化団体、文化祭実行委員会、

オーストリア音楽国際交流委員会補助事業

② 音楽活性化事業補助事業

2 地域文化活動支援育成事業
地域で独自に取り組む文化活動に対して支援育成する事業

① 梶原林作基金助成事業
② 地域文化活動支援事業

3 音楽のまちづくり事業実行委員会活動補助事業
企業版ふるさと納税を活用し、更なる地域の文化振興及び活性化を
図るため音楽を通じたまちづくり事業を展開する。

700千円

500千円

200千円

30,000千円

文化振興局

32,730千円

2,030千円

1,630千円

400千円

メイン・サブ天然芝及び防球ネット改修工事測量設計委
託(8,591千円)

防球ネット改修工事(40,405千円)

町民プール循環装置改修事業 37,895千円

25ｍ・アトラクションプール循環装置改修工事

財源：勝山財産区 カヌー艇購入繰入金1/2

91,082千円

精進湖カヌー競技場設備桟橋修繕事業 4,191千円

くぬぎ平スポーツ公園改修事業 48,996千円

精進湖カヌー大会補助金 2,700千円

総合型地域スポーツクラブ補助金 1,000千円

カヌー艇購入補助金 3,910千円

文化財説明板・サイン表示修繕事業 594千円

平成20年度～平成23年度に、まちづくり交付金で整備さ
れた船津地区・精進地区の文化財説明板・サイン表示のう
ち、経年劣化が著しく損傷しているものを修繕する事業。

9,810千円

富士河口湖もみじマーチ補助金 2,200千円
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2 ステラシアター管理費
1

ステラシアター等町内で音楽芸術等に触れる機会を創設し、
住民の文化活動を促進し、同時に地域経済活性化を図る。
併せて各事業へのボランティアの参加とそのもてなしを通し、
住民と一体となった運営を図る。

①

②

③

2
ふるさと納税の仕組みを使いステラシアターの返礼事業に

要する経費であり、歳入の一部は施設運営整備に充てる目的
のため実施する。

3 円形ホール管理費
1 円形ホールイベント実行委員会補助事業

円形ホールで音楽芸術等に触れる機会を創設し、住民の
文化活動を促進し、同時に地域経済活性化を図る。

4 美術館管理費
1 河口湖美術館管理運営委託事業

河口湖美術館の管理運営を委託し、地域住民の文化活動を
促進する機会をつくり、地域の経済活性化を図る。

ステラシアターふるさと納税返礼事業 1,450千円

900千円

900千円

20,000千円

20,000千円

富士山河口湖音楽祭実行委員会補助事業 9,000千円

ステラシアターイベント実行委員会補助事業 3,000千円

ステラシアターサポーターズクラブ活動補助
事業

550千円

14,000千円

ステラシアター事業及びボランティア育成事業 12,550千円
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令和5年度

当初予算の概要（特別会計）

富士河口湖町
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国民健康保険特別会計

1 保険給付費

1 療養諸費

2 高額療養費

3 高額介護合算療養費

4 移送費

5 出産育児諸費

6 葬祭諸費

7 傷病手当

2 国民健康保険事業費納付金　
1 国民健康保険事業費納付金

後期高齢者医療特別会計

1 後期高齢者医療広域連合納付金
1 後期高齢者医療広域連合納付金

介護保険特別会計

1 保険給付費

1 居宅介護サービス給付費

住民課

1,944,339千円

　１．２．３．４の県交付金 負担率　100％
1,665,439千円

　医療費・療養費及び審査支払手数料

264,100千円

　出産にかかる保険給付　500千円×25人

1,200千円

　葬祭にかかる保険給付　30千円×40人

600千円

新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手
当金

834,771千円

　世帯の負担限度額を超えた医療費・療養費

350千円

　保険給付費と介護給付費を合算して負担限度額を超えた療
養費払分

150千円

　現金給付としての移送費

12,500千円

　被保険者から徴収した保険料・保険料の軽減分として算出
された基盤安定負担分・共通経費

健康増進課

1,923,838千円

負担率　国25％ 県12.5％ 町12.5％

        保険料50％(1号被保険者23％、2号被保険者27％)

680,400千円

834,771千円

　財政運営の責任主体となる県へ納める納付金
徴収された納付金は、保険給付等の支払財源に充てられる

住民課

307,648千円

307,648千円

　要介護認定者が居宅で生活しながら受ける介護サービスに
係る費用の7割から9割を負担する事業
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2 地域密着型介護サービス給付費

3 施設介護サービス給付費

4 居宅介護福祉用具購入費

5 居宅介護住宅改修費

6 居宅介護サービス計画給付費

7 介護予防サービス給付費

8 地域密着型介護予防サービス給付費

9 介護予防福祉用具購入費

10 介護予防住宅改修費

11 介護予防サービス計画給付費

1,840千円

　要介護認定者の在宅での生活を支援するための、入浴・排
泄などのレンタルに適さない福祉用具で、厚生労働大臣の定
めた用具の購入費に係る費用の7割から9割を負担する事業

3,980千円

　要介護認定者の在宅での生活を支援するための、段差の解
消・手すりの取付けなどの小規模な住宅改修費に係る費用の
7割から9割を負担する事業

105,400千円

　要介護認定者の介護サービスを利用するにあたり、サービ
スの利用調整を行うケアプランの作成するケアマネージャー
に係る費用を負担する事業

415,400千円

　町民のみが受けることのできる、地域密着型介護サービス
(認知症対応型グループホーム・小規模特養・認知症対応型
通所介護・小規模通所介護（18人以下の通所介護）小規模多
機能型居宅介護の給付費）に係る費用の7割から9割を負担す
る事業

568,400千円

　要介護認定者が利用した施設サービス（特養・老健・介護
療養型・介護医療院）の介護サービスに係る費用の7割から9
割を負担する事業

740千円

　要支援認定者の在宅での生活を支援するための、手すりの
取り付け・段差解消などの小規模な住宅改修費に係る費用の
7割から9割を負担する事業

3,360千円

　要支援認定者の介護サービスを利用するにあたり、サービ
スの利用調整を行うケアプランを作成するケアマネージャー
に係る費用を負担する事業

15,200千円

　要支援1・2に認定された人が受ける介護サービスの費用の
7割から9割を負担する事業

300千円

　要支援1・2に認定された人が受けることのできる、地域密
着型介護予防サービス(認知症対応型グループホーム・認知
症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護の給付費）に係
る費用の7割から9割を負担する事業

250千円

　要支援認定者の在宅での生活を支援するための、入浴・排
泄などのレンタルに適さない福祉用具で、厚生労働大臣の定
めた用具の購入費に係る費用の7割から9割を負担する事業
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12 審査支払手数料

13 高額介護サービス費

14 高額医療合算介護サービス

15 特定入所者介護サービス費

その他サービスに係る経費

2
1 介護予防事業・生活支援サービス事業

①介護予防・生活支援サービス事業費

2

3

その他サービスに係る経費

2,411千円

　適正な給付を行うため、介護保険サービスの審査支払を国
保連合会に委託している手数料

157千円

　地域支援事業費 54,232千円

16,600千円

　第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業

②　介護予防ケアマネジマント事業費 3,549千円

50,500千円

　要介護者の利用する介護保険サービスの利用額に対する1
割から3割の自己負担額の世帯月額が高額になった場合の、
所得区分による負担限度額を超えた部分に対する給付費

5,500千円

　要介護者の利用した介護保険サービスに対する利用者負担
額と医療保険・後期高齢者医療保険の一部負担金の世帯合計
額が高額となったとき、負担限度額を超えた自己負担額に対
する給付費

70,000千円

住民税非課税世帯等の低所得の要介護者が利用する、施設
サービス・短期入所サービスの食費・居住費負担が負担限度
額を超えたものに対する給付費

　地域包括支援センターにおいて、包括的支援事業を一体的
に実施し、地域住民の心身の健康の保持と生活の安定のため
必要な援助や認知症等を介護する家族への強化支援を行う事
業

負担率　国38.5％　県19.25％　町19.25％　保険料23％

55千円

介護予防日常生活支援総合事業対象者等に対するケアプラン
の作成及びケアマネジメント業務の委託

一般介護予防事業費 7,253千円

　概ね65歳以上の全高齢者を対象とした、介護予防を行うこと
を目的とした事業で、高齢者の住まいに身近な施設を利用して
実施する事業。

包括的支援事業・任意事業 26,775千円
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介護予防支援特別会計

1 介護予防支援事業

1 介護予防支援業務

1

1 水源池整備事業
水の供給が円滑に行えるように水源池及び配水管の施設整備をする。

① 船津地区　谷倉水源取水室増築及び施設内配管工事
② 小立地区　県道青木ヶ原船津線配水本管布設工事

2

1 配水管布設替事業
安全で安心な水を供給するため、安定した施設・管路の機能維持や
耐震対策を行う必要があるため配水管の整備をする。

① 小立地区１路線（φ75　L=100m )

② 勝山地区１路線（φ150　L=300m×2 )

2 水道施設整備事業

安全で安心な水を供給するため、安定した施設の機能維持のため

整備をする。
① 船津地区　丸山配水池計装盤改修工事

東見返し配水池計装盤交換工事

1 維持管理費

1 (新) 浅川地区水道施設整備検討事業

安全で安心な水を供給するため、施設の耐震対策等を見直す必要が

あるため、施設整備の調査・検討を行う。

2 (新) 公営企業会計適用化事業
将来にわたって持続可能な経営を確保するために「経営の見える化」
による経営状況の的確な把握を行う必要があるため、公営企業会計
への移行に向け準備をする。

3 配水管布設替事業
 安全で安心な水を供給するため、安定した施設・管路の機能維持や

耐震対策を行う必要があるため配水管の整備をする。
① 大石地区　1路線（φ75　L=110m ） 
② 河口地区　2路線（φ75　L=160m） 

健康増進課

8,228千円

　指定介護予防支援事業所として、要支援1・2の認定者の介護予防
サービス計画作成業務と介護予防・日常生活支援総合事業対象者の
介護予防ケアマネジメント作成業務。ケアマネジメント事業に関し
ては町地域包括支援センター他、居宅支援事業所等への委託事業も
実施。

配水設備改良費 55,140千円

41,140千円

14,000千円

河口湖簡易水道事業特別会計 水道課

水道事業会計 水道課

配水設備拡張費 23,000千円

23,000千円

89,336千円

3,000千円

5,436千円

16,900千円
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4 水源池整備事業
 安定した施設の機能維持のため水源池の整備をする。

① 河口、小島配水池非常用発電設備設置工事
河口、水口水源整備工事

5 原材料備蓄及び災害等緊急時対応事業
 安全で安心な水を供給するため、災害等緊急時に備え応急復旧
対応としての配管補修材料の備蓄をする。

1 維持管理費
1 (新) 公営企業会計適用化事業

 将来にわたって持続可能な経営を確保するために「経営の見える化」
による経営状況の的確な把握を行う必要があるため、公営企業会計
への移行に向け準備をする。

1 維持管理費
1 (新) 公営企業会計適用化事業

 将来にわたって持続可能な経営を確保するために「経営の見える化」
による経営状況の的確な把握を行う必要があるため、公営企業会計
への移行に向け準備をする。

1 総務管理費

1 (新) 下水道広報事業

 下水道事業への普及啓発の一環として、マンホールカード

デザインマンホール及びミニチュアマンホールを製作する。

2 公共下水道事業費

1 公共下水道未整備区域実態調査及び整備計画事業

未整備区域整備計画作成を作成する。

2 企業会計移行事業
企業会計移行に向けてのシステム構築及び
固定資産整理業務を行う。

3 汚水管渠布設事業
生活環境保全・自然環境保全の目的で未普及地域の整備
をする。

（補助事業）　　

（単独事業）

① 船津地区　汚水管渠布設工事（1路線φ200　L=20m)

② 公共汚水ます設置工事（85箇所）

③ 認可区域内緊急汚水管渠布設工事

1,000千円

足和田簡易水道事業特別会計 水道課
5,436千円

5,436千円

63,000千円

249,902千円

1,645千円

1,100千円

3,156千円

上九一色簡易水道事業特別会計 水道課
5,436千円

5,436千円

下水道事業特別会計 水道課

104,550千円

30,050千円

①船津地区　汚水管渠布設工事（１路線　φ200　L=80m)
②河口地区　汚水管渠布設工事（１路線　φ200　L=77m)

74,500千円
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4 下水道維持管理事業

安定した下水道使用を目的とした維持管理をする。

① マンホールポンプ点検管理委託（13箇所）
② 汚水管渠点検清掃業務委託（L=200m）
③ 河口鯉の水マンホールポンプ場設備修繕
④ マンホール高調整工事
⑤ 下水道台帳情報システム関連業務委託

5 西湖マンホールポンプ改良事業
西湖４号マンホールポンプ更新工事及び浅原マンホールポンプ
水位計更新工事を行う。

1 事業管理費

1 (新) 新源泉掘削事業

小立地内において、新源泉掘削工事を行う。

150,000千円

　

9,911千円

温泉事業特別会計 水道課

150,000千円

26,635千円
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